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警報発令時等の対応について（改訂版）【要保管】 
この件について、4 月 14 日付でお知らせしておりましたが、令和８年５月２９日から、気象の警報などが変わ

ります。そのため、改訂版をお知らせします。詳しくは、５月２９日送付のミマモルメをご確認ください。 

 

大規模地震発生時・警報発令時の対応 

１ 大規模地震発生時の措置（変更なし） 

（１）児童が学校にいるとき 
   地震・津波の程度 学校の避難方法等 
１ 震度４の地震発生（津波警

報・大津波警報発表なし） 
校舎外へ避難（※） 
校内の安全が確認されれば、授業を再開 

２ 震度５弱以上の地震発生（津

波警報・大津波警報発表な

し） 

校舎外へ避難（※） 
校内、校外の安全が確認されれば、引き渡しの準備をして保護者の

迎えを待つ 
３ 震度５弱以上の地震発生 

津波警報・大津波警報発表 
校舎外へ避難 
校内の安全が確認されれば、校舎に避難 
津波警報・大津波警報が注意報に切り替わり、校外の安全が確認さ

れれば、引き渡しの準備をして保護者の迎えを待つ 

★ 震度５弱以上の地震が発生した場合は休校。 

★ 津波警報、大津波警報発令の場合、注意報に引き下げられるまでは、児童は下校させない。 

★ 津波警報、大津波警報発令中に保護者が迎えに来た場合は、引き渡しは行わず、注意報に引き下げられる

までは、児童と一緒に避難場所で待機とする。 

（２）児童が登下校中のとき 

 【児童の対応】 
  ◎倒壊、落下の危険のある建物や屋根の下から離れる。 
  ◎揺れがおさまったら、できるだけ幅の広い道を通り、学校か家か安全な方に行く。（お子様と話し 

合っておいてください。） 

（３）児童が外出先や屋外にいるとき 

 【児童の対応】 
  ◎倒壊、落下の危険のある建物や屋根の下から離れる。 
   家に連絡し、家の人の指示に従う。連絡が取れないときは、緊急時の連絡場所に連絡する。 

（お子様と話し合っておいてください。） 
 

  ◎家庭で決めている避難場所へ行く。 
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２ 気象警報発表時の措置  

下表の□で囲んでいる警報（河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮）、暴風、大雪、暴風雪の警報および特別警報 

 河川氾濫 大雨 土砂災害 高潮 
警戒レベル 

５相当 
レベル５ 

氾濫特別警報 
レベル５ 

大雨特別警報 
レベル５ 

土砂災害特別警報 
レベル５ 

高潮特別警報 
警戒レベル 

４相当 
レベル４ 

氾濫危険警報 
レベル４ 

大雨危険警報 
レベル４ 

土砂災害危険警報 
レベル４ 

高潮危険警報 
警戒レベル 

３相当 
レベル３ 
氾濫警報 

レベル３ 
大雨警報 

レベル３ 
土砂災害警報 

レベル３ 
高潮警報 

警戒レベル 
２ 

レベル２ 
氾濫注意報 

レベル２ 
大雨注意報 

レベル２ 
土砂災害注意報 

レベル２ 
高潮注意報 

警戒レベル 
１ 

早期注意情報 

※ 「芦屋市」は、「兵庫県全域」「兵庫県南部」「芦屋市」が該当します。 

（１）対象となる気象警報    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）午前９時までに、警報が解除されたとき・・・・・以下の通り  
     ※９時に解除された場合は、１０時までの登校を目指してください。 
  ☛ 午前７時の時点で、警報発令中の時、阪神地域に警報が発令されていても芦屋が含まれて 

いなければ、通常通りの登校です。 
  ☛「警報発令および解除」についてのお知らせは、状況によっては、学校からの連絡が難しい場合も想定され

ます。午前７時の時点、及びそれ以降のテレビ、ラジオ等の気象情報に気象情報に留意してください。 
  ☛「警報発令中にすでに登校している児童につきましては、気象状況等を判断し安全な措置を取ります。 
  ☛ 気象は、局地的な変化をします｡注意報の時点または警報解除後でも、自宅付近の状況を優先して対応し

て下さい。遅刻、欠席等の心配はしないで、〔安全第一〕に行動させて下さい。 
 

【児童が学校にいるときに警報が発令された場合】 

◎市教育委員会の指示に従い、学校長の判断によって安全かつ敏速な措置を取ります。 
(1) 学校で待機 
(2) 教職員が付き添って集団下校等の措置をとります。なお措置の内容については、「ミマモルメ」により

お知らせします。「ミマモルメ」未登録のご家庭には学校より電話連絡をします。迅速な対応のため、

登録していただきますよう、ご協力をお願いします。 
(3) およそ11時までに警報が発令された場合・・・給食を食べずに帰宅 
   およそ11時以降に警報が発令された場合・・・給食を食べて帰宅 

   ◎学校へお問い合わせなどの電話が頻繁にかかると、連絡に支障をきたすなど混乱を招くこともありますので、

お控えくださいますようご協力お願いします。 

解除の時間 奥池・奥池南以外の人 奥池・奥池南の人 
７：００～８：２０ 

までに解除 
８：４５に登校班の集合場所に

集合 
８：４８にうぐいす谷発の 

バスに乗車 
８：２０～９：００ 

までに解除 
９：２０に登校班の集合場所に

集合 
９：１８にうぐいす谷発の 

バスに乗車 
 

（１）午前７時の時点で、警報発令中の時・・・・・・・家庭待機 

（２）午前９時までに、警報が解除されない場合・・・・臨時休校 


